
 居宅介護支援重要事項説明書 
 

1. 事業者 

事 業 者 名 称 医 療 法 人  江 隆 会 

代 表 者 氏 名 理 事 長   江 畑  均 

所 在 地  茨 城 県 石 岡 市 柿 岡 ２ ０ １ ９ 

電 話 番 号 （０２９９）４３－００１６ 

法人設立年月日 平成 ９年１０月２８日 

 

2. 事業所の概要 

(1)  事業所の指定番号およびサービス提供地域 

事 業 所 名 称 居宅介護支援事業所 サングリーンやさと 

介護保険指定 

事 業 所 番 号 
0 8 7 0 5 0 1 2 1 0 

所 在 地 茨 城 県 石 岡 市 小 倉 ４ ４ ３ ‐ １ 

連 絡 先 

相 談 担 当 者 

（０２９９）４３－３１２０ 

居宅介護支援事業所 サングリーンやさと 

サービス提供地域 石 岡 市 内 全 域 

     ※上記、地域以外にお住いの方で、ご希望の方はご相談ください。 

 

(2)  医療法人江隆会が展開する事業 

□ 江畑医院 

□ 介護老人保健施設 サングリーンやさと 

□ 通所リハビリテーション サングリーンやさと 

□ 訪問リハビリテーション サングリーンやさと 

□ 小規模多機能型居宅介護事業所 柿岡あかね 

□ サービス付き高齢者向け住宅 かりん 

 

(3)  職員体制 

管理者 兼 主任介護支援専門員 常勤兼務 １名 

主任介護支援専門員 常勤専従 １名以上 

 

(4)  事業所窓口の営業日及び営業時間 

 

 

 

 

 

営 業 日 
月曜日から金曜日（土・日・祝祭日および年末年始を除きます） 
※状況により対応に関しては記載日時の限りではございません 

営 業 時 間 
午前 8時 30分 ～ 午後 17時 30分  
※担当者が不在の場合は他者が代わって相談を承ります 



3. 運営の目的及び方針 

(1)  運営の目的 

要介護状態にある利用者に対し、適切な居宅介護支援サービスを提供することを目的 

とする。 

 

(2)  運営の方針 

① 利用者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り、その居宅にお 

いて有する能力に応じた自立した日常生活が営むことができるよう配慮する。 

② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づいた適切

な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から、総合的かつ効果的に提供

されるよう配慮する。 

③ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、提供される居宅サービス等

が特定の種類又は特定の居宅サービス事業所に不当に偏ることのないよう、公正かつ中

立に選択する。 

④ 事業所の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事

業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。 

⑤ 利用者の人権の擁護、虐待の防止、身体拘束等の適正化推進を図ることを目的とし、必

要な体制の整備（指針の整備、委員会の開催等）を行うとともに、従業者に対し、研修

を実施する等の措置を講じる。 

⑥ 居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、

適切かつ有効に行うよう努める。 

 

4. お申し込みからサービス提供までの流れと主な内容 

(1)  居宅介護支援利用申し込みの受付 

① 「介護保険被保険者証」を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があ

った場合は速やかに当事業所にお知らせください。 

② 「居宅サービス計画作成依頼届出書」の市町村への届出について確認いたします。 

③ 「居宅介護支援重要事項説明書」、「居宅介護支援契約書」にて契約をいたします。 

(2)  課題分析 

利用者の身体状況、相談内容や希望されるサービス等についてお聞かせ下さい。 

課題分析の方法は、「全国社会福祉協議会居宅サービス計画ガイドライン」を使用し分析

を実施いたします。 

(3)  居宅サービス計画原案の作成 

① 利用者及び家族等の希望ならびに把握された解決すべき課題に基づき、「居宅サービス

計画書」を作成いたします。 

② 各サービス事業者との調整を行い、サービス担当者会議を実施いたします。 

(4)  利用者への説明と同意の確認 

「居宅サービス計画書」のサービスの種類、内容、費用などについて説明を行います。原

則として「居宅サービス計画書」に基づくサービスを利用することになります。 

(5)  サービスの利用 

「居宅サービス計画書」に沿ったサービスの利用となります。 

 



5. 居宅介護支援費、利用料金 

(1)  居宅介護支援費（Ⅰ） 

要介護度区分 

 

取扱い件数区分 
要介護１・２ 要介護３・４・５ 

介護支援専門員１人当りの取り扱い

件数が４５件未満である場合 

居宅介護支援費（ⅰ） 

10,860円 
居宅介護支援費（ⅰ） 

14,110円 
介護支援専門員 1 人当たりの取り扱

い件数が４５以上６０件未満の場合 

居宅介護支援費（ⅱ） 

5,440円 
居宅介護支援費（ⅱ） 

7,040円 

介護支援専門員１人当たりの取り扱

い件数が６０件以上である場合 

居宅介護支援費（ⅲ） 

3,260円 

居宅介護支援費（ⅲ） 

4,220円 
※ 当事業所が運営基準減算（居宅介護支援の業務が適正に行われていない場合）に該当する際は、上記金

額の５０％が減算されます。また運営基準減算が２ヵ月以上継続している際は、算定の対象とはなりま

せん。 

※ 正当な理由なく、居宅介護支援事業所において、前６月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられ

た訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、または地域密着型通所介護の提供総数のうち、同一事業者によ

って提供されたものの占める割合が８０％以上に該当された場合は、上記金額より 2,000円を減額する

こととなります。 

※ 厚生労働大臣が定める高齢者虐待防止のための基準を満たさない場合、所定単位数の１００分の１に相

当する単位数を減算します。 

・虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催するとと

もに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。 

・虐待の防止のための指針を整備すること。 

・従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること。 

・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

※ 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するた

め、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症もしくは災害のいずれか又は両方の

業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算します（所定単位数の１．０％を減算）。 

(2) 加算について 

加 算 加算額 算 定 回 数 等 

初 回 加 算 3,000 円／回 

・新規に居宅サービス計画を作成した場合 

・要介護状態区分が２段階以上変更となった場合 

・要支援者が要介護認定を受け居宅サービス計画を 

作成した場合 

入院時情報連携加算（Ⅰ） 2,500 円／月 
病院又は診療所に入院した日（入院日以前も含む）

のうちに、当該病院又は診療所の職員に対して必要

な情報提供を行った場合（提供方法は問わない） 

入院時情報連携加算（Ⅱ） 2,000 円／月 
病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に、

当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提

供を行った場合（提供方法は問わない） 



退院・退所加算(Ⅰ)イ 4,500 円／回 
医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する

必要な情報提供をカンファレンス以外の方法により１

回受けていること 

退院・退所加算(Ⅰ)ロ 

 

6,000円／回 

医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する

必要な情報提供をカンファレンスにより１回受けてい

ること 

退院・退所加算(Ⅱ)イ 

 

6,000 円／回 

医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する

必要な情報提供をカンファレンス以外の方法により２

回受けていること 

退院・退所加算(Ⅱ)ロ 

 

7,500 円／回 

医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する

必要な情報提供を２回受けており、うち１回はカンフ

ァレンスによること 

退院・退所加算(Ⅲ) 

 

9,000 円／回 

医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する

必要な情報提供を３回以上受けており、内１回はカン

ファレンスによること 

ターミナルケアマネジメント加算 4,000 円／回 

在宅でお亡くなりになった利用者に対し、終末期の医

療やケアの方針に関する当該利用者または家族の意向 

を把握した上にて死亡日前１４日以内に２日以上居宅

訪問を実施。その支援の状況等を医師及び居宅サービ

ス計画に位置付けたサービス事業者へ提供した場合

（利用者又は家族の同意必要） 

緊急時等居宅カンファレンス加算 2,000 円／回 

病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所

の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレン

スを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整

を行った場合（１月に２回を限度） 

通院時情報連携加算 500 円／月 

利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同

席し、医師又は歯科医師等に利用者の心身の状況や

生活環境等の必要な情報提供を行い、医師又は歯科

医師等から利用者に関する必要な情報提供を受け

た上で、居宅サービス計画に記録した場合（利用者

１人につき、１月に１回を限度） 

特定事業所加算（Ⅰ） 
（右項目 1は 2名以上・2は 3名以上・３～13を満たす） 

5,190 円 

1. 専ら指定居宅介護支援の提供にあたる常勤の主任介護支

援専門員を配置していること 

2. 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員

を配置していること 

3. 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項

に関わる伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること 

4. 24 時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相

談に対応する体制を確保していること 

5. 算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が

要介護３，要介護４又は要介護５である者の占める割合が 

４０％以上であること 

6. 当該指定居宅介護事業所における介護支援専門員に対し、計

画的に研修を実施していること 

7. 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場

合においても、当該支援が困難な事例に関わる者に指定居宅

介護支援を提供していること 

8. 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、

特定事業所加算（Ⅱ） 
（右項目１は 1 名以上・2 は 3 名以上・3・4・6～13 を満たす） 

 

4,210 円 



特定事業所加算（Ⅲ） 
（右項目１は 1名以上・2 は 2名以上・3・4、6～13を満たす） 

3,230 円 

生活困窮者、難病患者など、高齢者以外の対象者への支援に

関する知識等の事例検討会、研修等に参加していること 

9. 居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けてい

ないこと 

10. 指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を

受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専

門員 1 人当たり４５名未満（居宅介護支援費（Ⅱ）を算定し

ている場合は５０名未満）であること 

11. 介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメン

トの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確

保していること（平成 28年度の介護支援専門員実務研修

受講試験の合格発表の日から適用） 

12. 他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検

討会、研修会等を実施していること 

13. 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス

（インフォーマルサービス含む）が包括的に提供されるよう

な居宅サービス計画を作成していること 

特定事業所加算（Ａ） 
1,140 円 

（右項目１は 1 名以上・２は常勤専従・非常勤専従 1 名以上  

（非常勤は他事業所兼務可・3・4・6～13） 

 

特定事業所医療介護連携加算 1,250 円 
前々年度の３月から前年度の２月までの間におい

てターミナルケアマネジメント加算を１５回以上

算定 

※ 法定代理受領により当事業所の居宅介護支援を受けられている場合には、介護保険から全額給付され

ますので、自己負担はございません。 

※ 保険料の滞納により一時的に法定代理受領ができなくなった場合は、１ヵ月当たりの所定の居宅介護

支援費をいただきます。居宅介護支援費の払い戻しを希望される方は、保険者の市町村介護保険担当

窓口まで、お問い合わせ下さい。 

※ 初回加算と退院・退所加算はどちらか一方の算定となります。 

※ 居宅サービス等の利用に向けて利用者の退院時等にケアマネジメント業務を行ったものの、利用者の

死亡によりサービスに至らなかった場合、以下の算定要件等において介護保険サービスが提供された

ものと同等の取扱いと認められます。 

・モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の（原案の）作成等、請求にあたる

必要な書類の整備を行っていること。 

・居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録で残しつつ、

事業所において、それらの書類等を管理しておくこと。  

 

(3)  利用料、その他の費用の請求及び支払い方法 

交通費 

・利用者の居宅が、通常事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、

交通費の実費を請求いたします。尚、自動車を使用した場合は、運営規程第９

条-２に記載されている内容に基づき請求させていただきます。 

利用料、その

他の費用の請

求方法等 

・利用料及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月の合計金額

により請求いたします。 

・上記に係る請求書は、利用明細を添え、利用月の翌月１０日までに利用者あて

にお届け（郵送）いたします。 

利用料、その

他の費用の支

払い方法等 

・サービス提供に際するサービス提供記録の利用者控えと内容を照合の上、請求

月の２５日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 

(ア)事業者指定口座への振り込み 

(イ)利用者指定口座からの自動振替 

(ウ)現金支払い 

お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししま

すので、必ず保管されますようお願いいたします。（医療費控除の還付請求の際に

必要となることがあります） 



 

※利用料及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から２ヵ月以

上遅延し、さらに支払いの督促から１４日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した

上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。 

 

(4) 解約料 

（請求しない場合） 

   利用者は、いつでも契約を解約することができ一切料金はかかりません。 

（請求する場合） 

   利用者のご都合により、契約後、居宅サービス計画作成途中にて解約した場合は、 

利用料が全額自己負担となります。保険者へ居宅サービス計画の届出が終了後に解 

約した場合は一切かかりません。 

 

6. 利用者自身によるサービスの選択と同意 
(1)  指定居宅介護支援の提供開始に際し、あらかじめ事業者に対し、複数の居宅サービス事業者

等の利用を求める事ができます。その際、前 6 月間に作成したケアプランに基づく訪問介護等
の各サービス利用の割合及び同一事業者により提供されるサービスの割合(法令)等についての
説明を受けた上でのサービス選択となります。 
（別紙２にて説明） 

(2) 利用者は居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めるこ
とができます。 
 
 

7. 利用者宅への訪問頻度の目安 
介護支援専門員が、利用者の状況把握を目的とし、特段の事情のない限り少なくとも１月に１

回利用者の居宅を訪問し、モニタリングさせていただきます。 

※ここに記載する訪問頻度の目安、回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂 

行が必要と認められる場合は、利用者の承諾を得た上にて利用者の居宅を訪問することがあ 

ります。 

 

8. 身分証遂行義務 

介護支援専門員は、常に身分証を携帯し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提

示を求められた際は、いつでも身分証を提示いたします。 

 

9. 医師および医療機関等との連絡 

(1) 事業者は、利用者の担当医師及び関係医療機関等との間において、必要に応じ、利用者の

疾患等に関する情報を取得させていただきます。 

(2) 利用者が、病院及び診療所等に入院した際は、利用者又は家族等から、当事業所及び担当

介護支援専門員の名称を伝えていただきますようお願いいたします。 

※指定居宅介護支援の内容、提供方法は、【別紙１】に掲げる「居宅介護支援業務の実施方法

等について」を参照ください。  

 

10. 秘密保持と個人情報の保護について 

(1)  利用者及びその家族に関する秘密保持について 



① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労 

働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのため 

のガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

② 事業者及びその事業所に属する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供を 

する上で知り得た利用者及びその家族等の秘密を、正当な理由なく、第三者に漏ら 

しません。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続 

いたします。 

④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を保持させるた 

め、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持する 

べき旨を提示した雇用契約内容といたします。 

 

(2)  個人情報の保護について 

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等におい 

て、利用者の個人情報を用いることはありません。また、利用者の家族等の個人情 

報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家 

族の個人情報は用いません。 

② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるもの 

の他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、ま 

た処分の際にも、第三者への漏洩を防止するものとします。 

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示すること 

とし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調 

査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に 

際し複写料などが必要な場合は、利用者のご負担となります。) 

 

11. 記録の整備 

事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その記録を、居宅サービス計画の完了

日から５年間保管いたします。 

 

12. 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じ

ます。 

(1)  虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 管理者  増山 三幸 

(2)  従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

(3) 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催

するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図っています。 

(4) 虐待の防止のための指針を整備しています。 

 

13.身体拘束に対する取扱い事項 

（1）指定居宅介護支援の提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体 



を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限す 

る行為（以下「身体拘束等」という。）を行ってはならない。 

（2）前号の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況 

並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 

14.事故発生時の対応方法について 

指定居宅介護支援の提供の際に事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族等に連絡を行うと

ともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供の際に賠償すべき

事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名   あいおいニッセイ同和損保 株式会社 

保険名     介護保険・社会福祉事業者総合保険 

補償の概要   対人事故補償・対物事故補償・人格権侵害・対人見舞費用 

 

15.感染症の予防及びまん延防止のための措置、業務継続に向けた取組みの強化 

(1) 事業者は、感染症や自然災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提

供できる体制を構築いたします。業務継続に向けた計画等の策定、介護支援専門員に対し業務

継続計画を周知し、委員会の開催、必要な研修及び訓練等を実施します。定期的に業務継続計

画の見直しを行い、必要に応じて変更を行います。 

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を概ね６ヵ月に

１回以上開催し、介護支援専門員に周知徹底を図り、指針の整備も含め、研修及び訓練を定期

的に実施します。 

 

16.サービス提供に関する相談、苦情・ハラスメントについて 

(1) 苦情・ハラスメント処理の体制及び手順 

提供した指定居宅介護支援に係る利用者又はその家族等からの相談、苦情・ハラスメントに迅

速かつ適切に対応する受け付け窓口を設置します（下表に記す【事業者の窓口】のとおり）。 

(2) 相談申立の窓口 

【事業者の窓口】 

 サングリーンやさと  

 

所 在 地 石岡市小倉４４３‐１ 

電話番号  ０２９９-４３-３１２０      

ﾌｧｯｸｽ番号 ０２９９-４３-３１２１ 

受付時間  平日 午前９：００ ～ 午後 １８：００ 

【市町村（保険者）の窓口】 

 石岡市役所 高齢福祉課  

所 在 地 石岡市石岡一丁目１番地１ 

電話番号 ０２９９-２３-１１１１(代表)  

ﾌｧｯｸｽ番号 ０２９９-２７-５８３５ 

受付時間 午前８：３０ ～ 午後 １７：１５ 

【公的団体の窓口】 

茨城県国民健康保険団体連合会 

 

所 在 地 水戸市笠原町９７８番２６ 

電話番号 ０２９-３０１-１５６６(直通)  

ﾌｧｯｸｽ番号 ０２９-３０１-１５８０ 

受付時間 午前８：３０ ～ 午後 １７：１５ 

（土,日,祝休み） 

 



17.重要事項説明の年月日 

当事業者は、居宅介護支援の提供にあたり利用者に上記のとおり重要事項を説明いたしました。

この証として本書２通を作成し、利用者、事業者が記名の上、１通を保有するものとします。 

 

令和   年   月   日  

居宅介護支援サービスの提供に際し、本書面の重要事項の説明を行いました。 

事

業

者 

所 在 地 茨 城 県 石 岡 市 小 倉 4 4 3 - 1 

法 人 名 
 

医 療 法 人  江 隆 会 

代 表 者 名 理 事 長  江 畑  均   

事 業 所 名 
 

居宅介護支援事業所 サングリーンやさと 

説明者氏名 主任介護支援専門員   

  

上記内容の説明を事業者から確かに受けました。 

利用者 

住 所 
 

氏 名  

 

代理人 

住 所 
 

氏 名 続柄（    ）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別 紙 １）居宅介護支援業務の実施方法等について 

 

1 居宅介護支援業務の実施 

① 事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成関する業務を担当させるもの

とします。 

② 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族

に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。 

2 居宅サービス計画の作成について 

① 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。 

ア 利用者の居宅へ訪問し、利用者及びその家族に面接により利用者の置かれている環境、立

場の十分な理解と解決する課題の把握（アセスメント）に努めます。その際には面接の趣

旨を十分に説明し、理解を得ます。 

イ 利用する居宅サービス等の選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者

等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。 

ウ 介護支援専門員は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏

るような誘導または指示をすることはいたしません。 

エ 介護支援専門員は、サービス担当者会議（テレビ電話装置やその他の情報通信機器（以下

「テレビ電話装置等」という））を行うことができます。ただし利用者又はその家族が参

加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者の同意を得なければ

ならない。なお、会議への参加が困難な場合には、照会等により利用者の状況等に関する

情報を共有し、専門的見地からの情報を元に当該居宅サービス計画書等の原案を作成し、

利用者及び当該サービス担当者との合意を図ります。 

② 介護支援専門員は、居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を一定回数以上位置付け

る場合には、市町村に居宅サービス計画書の届出を行います。地域ケア会や行政職員やリハ

ビリテーション専門職等で検証される際は、必要に応じて検証への協力を行います。 

③ 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を

希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。 

④ 介護支援専門員は、看取り期における利用者の意思を尊重したケアの充実を図るため、利用

者・家族の十分な話し合いや他の関係者との連携を充実させ「人生の最終段階における医

療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行います。 

⑤ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具を位置付ける場合には、当該計画に福祉用

具貸与が必要な理由を記載するとともに、サービス担当者会議を開催し、貸与継続が必要な

場合にはその理由を当該計画に記載する。退院・退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合

は、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する理学（作業）療法士等が退

院・退所サービス担当者会議に参加します。   

⑥ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等にお

ける利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。  

ア 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して

説明し、文書により利用者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交

付します。 

イ 利用者は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事

業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。 



3 サービス実施状況の把握、評価について 

① 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施状況の把

握（以下「モニタリング」という。）を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定

居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。 

② 上記の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続

的に行うこととし、少なくとも１月に１回居宅を訪問しⓐ、利用者の居宅を訪問し、利用者

に面接するとともに１月に１回、モニタリングの結果を記録します。 

3－②－ⓐ モニタリングに伴う面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこ 

と。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも２回に１回利用者

の居宅を訪問し、利用者に面接する時は、利用者の居宅を訪問しない月においては、

テレビ電話装置等を活用して利用者に面接できるものとする。 

a） テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を

得ていること。 

b） サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その

他の関係者の合意を得ていること。 

ⅰ）利用者の心身の状況が安定していること。 

ⅱ）利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。 

ⅲ）介護支援専門員がテレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情

報について、担当者から提供を受けること。 

③ 介護支援専門員は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態

を定期的に評価します。 

④ 介護支援専門員は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、

または利用者が介護保険施設への入所を希望する場合には、事業者は利用者に介護保険施設

に関する情報を提供します。 

4 居宅サービス計画の変更について 

事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居宅サービス計画の

変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、

この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。 

5 給付管理について 

事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保

険団体連合会に提出します。 

6 要介護認定等の協力について 

① 事業者は、利用者の要介護認定または要支援認定の新規申請及び更新申請、状態の変化に伴

う区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。 

② 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に代わって行

います。 

7 居宅サービス計画等の情報提供について 

利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計画作成

が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計画等の情報の提供に誠意をも

って応じます。 

 

 



（別 紙 ２） 

① 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、

福祉用具貸与の各サービスの割合 

② 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、

福祉用具貸与の各種サービスにおいて、同一事業者によって提供されたものの割合 

62% 60% 0% 24%

37% 40% 100% 22%

18%

地域密着型介護 福祉用具貸与

とんぼぷらす

県央福祉サービス

ロングライフ

デイサービスやさと

いきいきファミリア

コープ菜の花旭台

デイサービス未来

セントケア石岡

ニチイケアセンター

訪問介護 通所介護

 


